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イ
ラ
ン
で
誘
拐
さ
れ
た
邦
人
の
解
放
に
向
け
て
の
政
府
の
取
組
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

本
年
四
月
三
日
付
の
毎
日
新
聞
は
、
「
イ
ラ
ン
誘
拐

中
村
さ
ん
解
放
で
合
意

治
安
当
局
と
武
装
勢
力
側

半
年
ぶ
り

解
決
へ
」
と
の
見
出
し
で
、
昨
年
十
月
に
イ
ラ
ン
南
東
部
を
旅
行
中
に
大
学
生
の
中
村
聡
志
さ
ん
が
誘
拐
さ
れ
た
事
件
に
つ

き
、
イ
ラ
ン
治
安
当
局
と
犯
行
グ
ル
ー
プ
が
解
放
交
渉
で
合
意
に
達
し
た
と
報
じ
て
い
る
が
、
政
府
、
特
に
外
務
省
は
右
の

記
事
（
以
下
、
「
毎
日
記
事
」
と
い
う
。
）
を
承
知
し
て
い
る
か
。

二

「
毎
日
記
事
」
の
内
容
通
り
、
中
村
さ
ん
は
解
放
さ
れ
る
の
か
。

三

「
毎
日
記
事
」
が
中
村
さ
ん
の
解
放
を
報
じ
た
一
方
で
、
同
日
の
記
者
会
見
で
町
村
�
孝
官
房
長
官
は
中
村
さ
ん
に
つ
い

て
、
「
昨
日
の
時
点
で
元
気
だ
と
確
認
さ
れ
て
い
る
。
解
放
に
つ
い
て
は
、
現
地
大
使
館
は
そ
う
い
う
状
況
だ
と
い
う
確
認

は
と
っ
て
い
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
政
府
、
特
に
外
務
省
は
中
村
さ
ん
解
放
に
向
け
て
の
イ
ラ
ン
治
安
当
局
と
犯
行
グ

ル
ー
プ
と
の
交
渉
に
つ
い
て
、
十
分
な
情
報
を
有
し
て
い
な
い
の
か
。

四

昨
年
十
二
月
十
八
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六
八
第
三
一
五
号
）
で
政
府
は
「
政
府
の
取
組

は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
十
九
年
十
一
月
九
日
内
閣
衆
質
一
六
八
第
一
七
九
号
）
四
及
び
五
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で

あ
り
、
そ
の
後
、
平
成
十
九
年
十
一
月
六
日
か
ら
十
二
月
十
二
日
ま
で
の
間
に
も
緊
急
対
策
本
部
会
議
を
二
回
開
催
し

一



た
。
」
と
答
弁
し
て
い
る
が
、
右
答
弁
に
あ
る
緊
急
対
策
本
部
会
議
は
、
昨
年
十
二
月
十
二
日
以
降
い
つ
開
催
さ
れ
て
い
る

か
説
明
さ
れ
た
い
。

五

政
府
、
特
に
外
務
省
は
、
中
村
さ
ん
解
放
に
向
け
て
イ
ラ
ン
政
府
に
ど
の
様
な
働
き
か
け
を
し
て
き
た
の
か
。
具
体
的
か

つ
詳
細
に
説
明
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


